
１ 調査の概要

（１） 調査の目的

この調査は，県内における民間事業所の労働条件等の実態を把握し，労務管理改善等の基礎資

料として提供するほか，労働行政運営の参考とするため，統計法（昭和２２年法律第１８号）に

基づく届出統計調査として実施した。

（２） 調査対象

イ 調査地区

宮城県全域

ロ 調査対象事業所

事業所規模１０人以上の民間事業所で，次の１４産業

①建設業 ②製造業 ③情報通信業 ④運輸業，郵便業 ⑤卸売業，小売業 ⑥金融業，保険

業 ⑦不動産業，物品賃貸業 ⑧学術研究，専門・技術サービス業 ⑨宿泊業，飲食サービス

業 ⑩生活関連サービス業，娯楽業 ⑪教育，学習支援業 ⑫医療，福祉 ⑬サービス業 ⑭

その他（鉱業，採石業，砂利採取業，電気・ガス・熱供給・水道業）

基礎資料･････平成１８年事業所・企業統計調査（宮城県）

※ 産業分類については「日本標準産業分類」に基づき，別表のとおりとする。

※ 平成１９年１１月に日本標準産業分類の第１２回改定が行われ（平成２０年４月１日適

用），産業分類が変更になっているので，時系列比較をする際には注意を要する。

（３） 調査事業所

上記調査対象事業所から規模別・産業別に抽出した２，０００事業所

（４） 調査事項

労働時間，週休，休暇，定年，退職金，平均賃金，初任給，就業援助制度等

（５） 調査期日

平成２２年７月３１日現在。ただし，初任給は４月採用時で，賞与は基本的に平成２１年８月

から平成２２年７月までの間に支払われたもの。

（６） 調査の方法

郵便による通信調査



２ 回答（集計）状況及び回答事業所の状況

（１） 回答（集計）状況

調査事業所２，０００のうち７４２事業所から回答があったが，そのうち１９０事業所が従業

者規模１０人未満等で集計の対象外であった。したがって，回収率は３７．１％であるが，有効

回答は５５２事業所で，有効回答率は２７．６％であった。

※ 以下において，便宜上集計事業所を「回答事業所」と表現する。

（２） 回答事業所の状況

回答事業所における産業分類，従業者の規模分類，労働組合の有無については表１のとおりで

ある。

表１ 調査事業所分類及び回答事業所の現況

区 分 回答事業所

分 類 事業所数 構 成 比

全 体 552 100.0

建 設 業 68 12.3

製 造 業 74 13.4

情 報 通 信 業 8 1.4
産

運 輸 業 ， 郵 便 業 26 4.7

卸 売 業 ， 小 売 業 114 20.7

業 金 融 業 ， 保 険 業 21 3.8

不動産業，物品賃貸業 5 0.9

学術研究，専門・技術サービス業 22 4.0
分

宿泊業，飲食サービス業 36 6.5

生活関連サービス業，娯楽業 27 4.9

類 教育，学習支援業 36 6.5

医 療 ， 福 祉 62 11.2

サ ー ビ ス 業 48 8.7

そ の 他 5 0.9

規 １０～２９人 203 33.8

模 ３０～９９人 131 23.7

分 １００～２９９人 93 16.8

類 ３００人以上 125 22.6

本 社 宮 城 県 内 430 77.9

所在地 宮 城 県 外 122 22.1

労 働 有 101 18.3
組 合 無 451 81.7



３ 利用上の留意点
(１) この調査は，毎年任意抽出による調査のため回答事業所が一定していない。したがって，集計

企業の同一性が確保されていないので，時系列比較をする場合には特に注意を要する。

(２) 集計事業所数及び集計労働者数が少ないものについては，注意が必要である。

(３) 調査項目によっては，複数回答となっている項目があるので，百分率の合計が 100にならな
いものがある。

(４) この調査の回答は事業所単位で行われているが，集計上の「規模分類」とは本社や支店等を含

めた企業全体の従業員の規模により分類される。

(５) 集計については，電子計算機処理により，平均賃金，初任給，賞与及びその他の賃金について

は，従業員数による加重平均とし，その他については，事業所数による単純平均とした。

(６) この報告書の図表中に表示する“Ｎ”とは集計対象数（事業所数又は労働者数）である。

(７) 各構成比についての比率は，四捨五入の処理を行っているとともに，質問の細部については無

回答の場合もあることから，必ずしもその合計が 100％にならないこともある。また，「－」と
あるのはサンプルなしのものである。

(８) この調査結果報告書に用いた次の「主な用語」の説明については，下記のとおりとする。

イ 従業員

① 常用労働者（正社員）

期間を定めずに雇用されている一般の正規従業員。役員でも常時一定の職務に従事し，一

般の従業員と同じ賃金規則，あるいは同じ基準で賃金の支払いを受けている者は「常用労働

者（正社員）」に含む。

② 嘱託・契約社員

期間を定めた労働契約により「常用労働者（正社員）」に準じた労働条件で主に専門的な業

務に従事する労働者。「準社員」，「非常勤」等事業所により呼称は様々である。

③ パートタイム労働者

「常用労働者（正社員）」よりも所定労働時間が短い者。

④ 臨時・アルバイト

数日～数ヶ月単位の短期雇用を前提とした労働者。

⑤ 派遣労働者

派遣会社と雇用関係にありながら別の会社へ派遣され，派遣先の会社の指揮命令を受けて

働く労働者。

ロ 所定労働時間

労働協約・就業規則等で定められた始業時刻から終業時刻までの時間から，所定の休憩時間

を差し引いた実労働時間をいう。

ハ 所定内賃金

① 基本給

本給，年齢給，学歴給，勤続給，職能給，職務給等

② 諸手当

通勤手当，住宅手当，家族手当，管理職手当，特殊勤務手当，能率手当(歩合給)，精勤手

当，皆勤手当，物価手当，役付手当等

ニ 所定外賃金

時間外勤務手当，休日勤務手当，宿日直手当，深夜勤務手当等

ホ その他の用語等については，巻末の「調査票」及び「記入要領」を参照のこと。


